
 

 

医療機関の指定の現状 
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医療機関の指定の新制度 

（医療機関） 

 

 

 

 

 

 

 

 （大阪市） 

            ※故意又は重大な過失を理由 

にした行政上の措置 
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申
請
書
提
出 

指 

定 

健康保険法等

の指定を受け

ている場合、生

活保護の医療

機関としても

指定。 

申
請
書
提
出 

指
定(

３
年)

 

健康保険法等の指定に

加え、医療機関の代表者

と管理者が過去５年間

に行政上の措置※を受け

ていないかをチェック。 

行政上の措置※を受けて

いた場合は指定しない。 

個
別
指
導
等 

再
申
請 

新規申請と同様、

医療機関の代表者

と管理者が過去５

年間に行政上の措

置※を受けていた

場合は指定せず。 

指
定
せ
ず 

３年の有期指定の間に

医療機関への個別指導

を実施。 

必要があれば、調査を進

め行政上の措置を行う。 

３
年
間
の
有
期
指
定 

調査の結果、行政

上の措置※を受け

ていた場合 

行政上の措置※を

受けていない場

合 

（大阪市） （大阪市） 

指 

定 

生活保護指定医療機関の新規申請に係る新たな基準等の設定について 


